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賃
金
体
系
は
今
な
お
確
立
さ
れ
て
い

な
い
。
さ
ら
に
、
公
共
工
事
の
減
少

に
よ
っ
て
施
工
単
価
や
労
務
費
は
下

が
り
続
け
、
建
設
労
働
者
の
生
活
は

き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。

 

現
在
、
国
に
お
い
て
は
「
公
共
工

事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
「
建

設
労
働
者
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
確

保
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
」
と
の
附
帯
決
議
が
参
議
院
で

付
さ
れ
て
い
る
。

 

ま
た
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
公

共
工
事
に
関
わ
る
賃
金
の
確
保
等
を

定
め
る
「
公
契
約
法
」
の
制
定
が
進

ん
で
い
る
。

　
建
設
業
を
健
全
に
発
展
さ
せ
、
雇

用
の
安
定
や
技
能
労
働
者
の
育
成
を

図
る
た
め
に
は
、
公
共
工
事
に
お
け

る
新
た
な
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
政
府
は
建
設
労
働
者
の

適
正
な
労
働
条
件
と
公
共
工
事
の
品

質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
左
記
事
項

を
早
期
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

　
　
　
　
　
　
記

一
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の

 
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

 
附
帯
決
議
事
項
の
実
効
あ
る
施
策

 

を
行
う
こ
と
。

二
、
公
共
工
事
に
お
い
て
、
建
設
労

 

働
者
の
適
正
な
賃
金
が
確
保
さ
れ

 

る
よ
う
「
公
契
約
法
」
の
制
定
を

 

進
め
る
こ
と
。

 

と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

委
　

員
　

長
　
　
　
江
　
田
　
　
　
肇

副
委
員
長
　
　
　
山
　
口
　
智
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員
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子
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橋
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委
　
　
員
　
　
　
小
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澤
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弘

委
　
　
員
　
　
　
佐
　
藤
　
恵
　
士

委
　
　
員
　
　
　
大
河
内
　
　
　

委
　
　
員
　
　
　
高
　
橋
　
康
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委
　
　
員
　
　
　
中
　
原
　
秀
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委
　
　
員
　
　
　
中
　
村
　
孝
　
治

　
今
定
例
会
第
二
十
五
日
（
九
月
二

十
五
日
）
に
、
議
員
提
案
に
よ
る
意

見
書
二
件
を
原
案
可
決
し
、
関
係
機

関
に
送
付
し
ま
し
た
。

　
建
設
業
は
、
日
本
の
基
幹
産
業
と

し
て
、
今
日
ま
で
経
済
の
発
展
と
雇

用
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
き
た
。

 

し
か
し
、
建
設
業
に
お
け
る
重
層

下
請
構
造
の
中
で
、
建
設
労
働
者
の

金
を
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
二

十
四
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
で
す
。

 

な
お
、
こ
の
処
理
は
帳
簿
上
の
処

理
で
あ
り
、
新
た
な
現
金
等
の
支
出

を
伴
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
、
平
成

十
七
年
度
川
越
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定
に
つ
い
て
な
ど
十
一
決

算
、
平
成
十
七
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
及
び
、

平
成
十
七
年
度
川
越
市
公
共
下
水
道

事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

第
五
日
（
九
月
五
日
）
に
平
成
十
七

年
度
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

そ
の
審
査
を
付
託
し
ま
し
た
。

　
第
二
十
一
日
（
九
月
二
十
一
日
）

に
同
特
別
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、

正
・
副
委
員
長
の
互
選
後
、
審
査
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
最
終
日
（
九
月
二
十
五
日
）
に
審

査
の
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
委
員
長

報
告
が
行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、「
継

続
審
査
」
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　
な
お
、
同
特
別
委
員
会
の
構
成
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
※
　
　
　

※
　
　
　

※        

 

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
老
人

医
療
給
付
費
県
負
担
金
の
平
成
十
七

年
度
超
過
交
付
額
の
返
還
に
係
る
所

要
額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
介
護
保

　
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　
一
号
）
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
六
千
八
百
五
十
万
三
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
百
四
億
二
千
四
百
五
十
万
三
千

円
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護

給
付
費
国
県
負
担
金
の
平
成
十
七
年

度
超
過
交
付
額
の
返
還
に
係
る
所
要

額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
公
共
下

　
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一

　
号
）
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
資
本
的
収
入
及
び
資
本
的
支
出
に

そ
れ
ぞ
れ
二
千
九
百
七
十
万
円
を
追

加
し
、
公
共
下
水
道
事
業
会
計
予
算

の
総
額
を
八
十
六
億
八
千
七
十
二
万

六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
補
正
の
内
容
は
、
下
水
道
高

金
利
対
策
借
換
債
の
借
入
れ
に
伴
う

補
正
で
す
。

▽
　
川
越
市
公
共
下
水
道
事
業
の
欠

 

損
金
の
処
理
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

川
越
市
滝
ノ
下
終
末
処
理
場
の
埼

玉
県
へ
の
譲
渡
に
伴
い
生
じ
た
欠
損

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ

て
提
出
す
る
よ
う
提
出
者
三
上
喜
久

蔵
議
員
、
賛
成
者
山
口
　
肇
議
員
ほ

か
八
名
の
議
員
よ
り
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

　
一
分
一
秒
を
争
う
救
急
医
療
の
“切

り
札
”
と
し
て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全

国
配
備
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
。
特

に
近
年
、
医
師
の
偏
在
や
不
足
が
重

大
化
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
患
者
が
ど

こ
に
い
て
も
短
時
間
内
に
治
療
や
搬

送
を
行
う
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
配
備
の

必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。

　
日
本
の
現
状
は
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が

広
く
普
及
し
て
い
る
欧
米
諸
国
と
比

べ
る
と
大
き
な
格
差
が
あ
り
、
例
え

ば
、
一
九
七
○
年
に
世
界
に
先
駆
け

て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
導
入
し
た
ド
イ

ツ
で
は
、
そ
の
後
二
十
年
間
で
交
通

事
故
に
よ
る
死
亡
者
数
を
約
三
分
の

一
に
ま
で
劇
的
に
減
少
さ
せ
た
。
ま

た
、
山
岳
地
帯
が
多
い
ス
イ
ス
で
は
、

国
内
ど
こ
へ
で
も
概
ね
十
五
分
以
内

に
医
師
を
乗
せ
た
ヘ
リ
を
現
場
に
派

遣
し
て
、
治
療
行
為
を
開
始
で
き
る

体
制
を
と
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
日
本
で
は
平
成
十
三
年

度
か
ら
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
現
在
、
岡

山
、
静
岡
（
二
機
）
千
葉
、
愛
知
、

福
岡
、
神
奈
川
、
和
歌
山
、
北
海
道
、

 

付
議
さ
れ
て
い
る
調
査
を
継
続
調

 

査
と
決
定
。
続
い
て
追
加
提
出
さ

 

れ
た
同
意
一
件
を
同
意
。
引
き
続

 

き
議
員
提
案
に
よ
る
意
見
書
二
件

 

を
原
案
可
決
し
た
後
、
議
員
派
遣

　
を
決
定
し
閉
会
。

長
野
の
九
道
県
十
機
の
運
行
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
導
入
が
進
ま
な
い
要

因
の
一
つ
は
、
運
営
主
体
と
な
る
都

道
府
県
や
病
院
の
過
重
な
財
政
負
担

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
政
府
に
お
い
て
は
、
救
急

救
命
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
る
ド
ク

タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
を
推
進
す
る

た
め
に
、
財
政
基
盤
の
確
立
を
含
め

て
体
制
整
備
に
必
要
な
措
置
を
図
る

新
法
の
制
定
を
強
く
求
め
る
。

一
、
国
と
都
道
府
県
の
責
務
を
明
記

 

す
る
こ
と
。

二
、
国
が
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補

 

助
す
る
こ
と
。 

三
、
運
行
費
を
支
給
す
る
な
ど
財
政

 

安
定
化
を
図
る
こ
と
。

　
と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ

て
提
出
す
る
よ
う
提
出
者
川
口
知
子

議
員
、
賛
成
者
山
口
　
肇
議
員
ほ
か

八
名
の
議
員
に
よ
り
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

下
水
道
事
業
の

欠
損
金
を
処
理

平成17年度決算

特別委員会を設置

議
員
提
案
に
よ
る

意
見
書
二
件
を
可
決

公契約における適正な労働条件の

確 保 を 求 め る 意 見 書

－原案可決－

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
へ
新
法
制
定
を
求
め
る
意
見
書

―
原
案
可
決
―
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一
、
伊
佐
沼
の
水
質
浄
化
と
周
辺
整

 

備
に
つ
い
て
　

 

　
　
牛
　
窪
　
多
喜
男
　
議
員

一
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
川
越
市

 

民
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
　

二
、
南
古
谷
小
学
校
児
童
急
増
の
諸

 

問
題
に
つ
い
て

 

　
　
石
　
川
　
隆
　
二
　
議
員

一
、
川
越
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
開

 

設
を

二
、
二
学
期
制
に
つ
い
て

 

　
　
大
　
野
　
慶
　
治
　
議
員

一
、
美
術
館
と
博
物
館
に
つ
い
て

二
、
民
間
委
託
の
事
務
事
業
に
つ
い

 

て

 

　
　
松
　
井
　
釜
太
郎
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
に
伴
う

 

余
熱
利
用
施
設
の
進
捗
状
況
及
び

 

今
後
の
予
定
に
つ
い
て
　

二
、
都
市
計
画
法
三
四
条
八
号
の
三

 

の
開
発
行
為
に
つ
い
て

三
、
市
民
要
望
に
対
す
る
職
員
の
対

 

応
の
仕
方
に
つ
い
て

 

　
　
山
　
口
　
智
　
也
　
議
員

一
、
新
河
岸
川
、
不
老
川
、
久
保
川

 

の
整
備
状
況
に
つ
い
て

二
、
国
道
十
六
号
「
鵜
頭
坂
」
交
差

 

点
改
良
に
関
わ
る
市
の
取
組
に
つ

 

い
て

三
、
観
光
客
の
誘
致
と
観
光
資
源
の

 

活
用
に
つ
い
て

 

　
　
山
　
木
　
綾
　
子
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

二
、
公
民
館
の
諸
課
題
に
つ
い
て

 

　
　
松
　
岡
　
秀
　
仁
　
議
員

一
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
病
」
に
つ
い

 

て

 

　
　
小
野
澤
　
康
　
弘
　
議
員

一
、
い
わ
ゆ
る
自
治
体
破
綻
法
制
に

 

つ
い
て
　

 

　
　
川
　
口
　
知
　
子
　
議
員

一
、
十
月
か
ら
本
格
的
に
は
じ
ま
る

 

障
害
者
自
立
支
援
法
の
諸
問
題
に

 

つ
い
て

二
、
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
を
支
援

 

す
る
施
策
に
つ
い
て

　
拭
病
児
、
病
後
児
保
育
に
つ
い
て

　
植
土
曜
日
の
一
日
保
育
に
つ
い
て

 

　
　
佐
　
藤
　
恵
　
士
　
議
員

一
、
市
民
の
く
ら
し
と
健
康
を
守
る

 

た
め
に

　
拭
住
民
税
増
税
な
ど
の
影
響
に
つ

 

　
い
て

　
植
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
に
つ
い

 

　
て

　
殖
そ
の
他

二
、
市
の
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
拭
地
元
業
者
優
先
に
つ
い
て

　
植
公
契
約
に
つ
い
て

三
、
地
震
、
水
害
に
備
え
た
地
域
防

 

災
計
画
に
つ
い
て
　

 

　
　
得
　
橋
　
　
　
剛
　
議
員

一
、
高
齢
者
虐
待
防
止
の
対
応
に
つ

 

い
て

二
、
入
間
川
河
川
敷
の
利
活
用
に
つ

 

い
て
　
　
　
　

 

　
　
中
　
村
　
孝
　
治
　
議
員

一
、
市
民
の
健
康
と
福
祉
を
守
る
た

 

め
に

　
拭
市
立
診
療
所
に
つ
い
て

　
植
健
康
増
進
施
策
に
つ
い
て

　
殖
そ
の
他

二
、
業
務
核
都
市
の
そ
の
後
の
と
り

 

く
み
に
つ
い
て

 
  

　
清
　
水
　
京
　
子
　
議
員

一
、
在
宅
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

　
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
は
、
去
る
六
月

二
日
開
会
の
市
議
会
第
三
回
定
例
会

閉
会
後
、
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た

付
議
事
件
に
つ
い
て
、
八
月
二
十
一

日
に
審
査
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
第
一
日
（
九
月
一
日
）

に
、
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に
つ

い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、
「
継
続
審
査
」
と
す
る
こ

と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
殖
そ
の
他
　
　

二
、
観
光
の
発
展
に
つ
い
て

 

　
　
片
　
野
　
広
　
湯
　
議
員

一
、
市
民
と
職
員
等
の
厚
生
施
設
の

 

　
充
実
に
つ
い
て

二
、
市
の
少
子
化
対
策
・
子
育
て
支

 

　
援
へ
の
取
り
組
み

 

　
　
高
　
橋
　
康
　
博
　
議
員

一
、
川
越
市
所
有
の
土
地
・
建
物
の

 

有
効
利
用
に
つ
い
て

二
、
「
防
犯
ス
テ
ッ
カ
ー
」
に
つ
い

 

　
て

 

　
　
菊
　
地
　
　
　
実
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
の
取
組

 

み
に
つ
い
て
　

二
、
県
道
川
越
・
越
生
線
の
拡
幅
整

 

備
な
ど
に
に
つ
い
て

三
、
市
長
等
の
職
務
と
職
責
に
つ
い

 

て

 

　
　
三
　
上
　
喜
久
蔵
　
議
員

　
今
定
例
会
で
は
、
六
日
間
に
わ
た

り
二
十
三
名
の
議
員
か
ら
一
般
質
問

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
言
者
及
び
質

問
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
※
　
　
　

※
　
　
　

※        

　
　
　
大
河
内
　
　
　
　
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
　

 

　
　
小
　
林
　
　
　
薫
　
議
員

一
、
健
康
長
寿
奨
励
金
に
つ
い
て

二
、
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
に
つ
い
て

 

　
　
中
　
原
　
秀
　
久
　
議
員

一
、
改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
と

　
基
本
計
画
策
定
に
つ
い
て
　

二
、
市
職
員
の
公
金
横
領
に
対
す
る

 

市
の
対
応
に
つ
い
て

 

　
　
倉
　
嶋
　
美
恵
子
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
課

 

題
に
つ
い
て
　

　
拭
ご
み
処
理
方
法
に
つ
い
て

　
植
産
業
廃
棄
物
処
理
に
つ
い
て

二
、
所
得
格
差
社
会
の
解
消
に
つ
い

 

て
　
　

 

　
　
小
ノ
澤
　
哲
　
也
　
議
員

一
、
ア
ダ
プ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
環

 

境
教
育
に
つ
い
て
　

 

　
　
江
　
田
　
俊
　
雄
　
議
員

一
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
一
部
廃
止
に
伴

 

う
対
策
に
つ
い
て

　
次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

い
た
し
ま
し
た
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
川
越
市
大
手
町
六
番
地
十
一

 

　
　
　
石
　
井
　
　
　
一

　
今
定
例
会
第
十
九
日
（
九
月
十
九

日
）
に
開
催
さ
れ
た
厚
生
常
任
委
員

会
に
お
い
て
、
関
口
勇
副
委
員
長
か

ら
副
委
員
長
の
辞
任
願
が
提
出
さ
れ
、

こ
の
辞
任
を
許
可
し
た
後
、
副
委
員

長
を
互
選
し
た
結
果
、
稲
浦
敏
雄
委

員
が
副
委
員
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
委
員
会
の
三
日
目
（
九

月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、
新
井
金

作
委
員
長
か
ら
委
員
長
の
辞
任
願
が

提
出
さ
れ
、
こ
の
辞
任
を
許
可
し
た

後
、
委
員
長
を
互
選
し
た
結
果
、
菊

地
実
委
員
が
委
員
長
に
当
選
さ
れ
ま

し
た
。

市
政
に
関
す
る
一
般
質
問

地域振興ふれあい拠点施設

建設にかかわる川越駅西口

周辺整備対策特別委員会

公
平
委
員
会
委
員

厚
生
常
任
委
員
会

正
・
副
委
員
長
交
代

請 願 の 審 査 結 果

公契約における適正な労働条件の
確保を求める意見書の提出につい
ての請願書

公共工事における建設労働者の適
正な労働条件確保等に関する意見
書提出についての請願書

建設埼玉川越地区本部
執行委員長
　　　　佐 野 鎌 次

埼玉土建一般労働組合
川越支部
支部長　渡 部 吉 巳

請願
番号

請　願
第２号

請　願
第３号

件　　　　　　　名 提　出　者 付　託
委員会 結果

採択

採択

厚 生

厚 生

請願の提出方
法は次のペー
ジに掲載して
あります。



 平成18年10月25日発行 （4）市　議　会　だ　よ　り

賃
金
体
系
は
今
な
お
確
立
さ
れ
て
い

な
い
。
さ
ら
に
、
公
共
工
事
の
減
少

に
よ
っ
て
施
工
単
価
や
労
務
費
は
下

が
り
続
け
、
建
設
労
働
者
の
生
活
は

き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。

 

現
在
、
国
に
お
い
て
は
「
公
共
工

事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
「
建

設
労
働
者
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
確

保
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
」
と
の
附
帯
決
議
が
参
議
院
で

付
さ
れ
て
い
る
。

 

ま
た
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
公

共
工
事
に
関
わ
る
賃
金
の
確
保
等
を

定
め
る
「
公
契
約
法
」
の
制
定
が
進

ん
で
い
る
。

　
建
設
業
を
健
全
に
発
展
さ
せ
、
雇

用
の
安
定
や
技
能
労
働
者
の
育
成
を

図
る
た
め
に
は
、
公
共
工
事
に
お
け

る
新
た
な
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
政
府
は
建
設
労
働
者
の

適
正
な
労
働
条
件
と
公
共
工
事
の
品

質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
左
記
事
項

を
早
期
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

　
　
　
　
　
　
記

一
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の

 

適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

 

附
帯
決
議
事
項
の
実
効
あ
る
施
策

 

を
行
う
こ
と
。

二
、
公
共
工
事
に
お
い
て
、
建
設
労

 

働
者
の
適
正
な
賃
金
が
確
保
さ
れ

 

る
よ
う
「
公
契
約
法
」
の
制
定
を

 

進
め
る
こ
と
。

 

と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

委
　

員
　

長
　
　
　
江
　
田
　
　
　
肇

副
委
員
長
　
　
　
山
　
口
　
智
　
也

委
　
　
員
　
　
　
山
　
木
　
綾
　
子

委
　
　
員
　
　
　
得
　
橋
　
　
　
剛

委
　
　
員
　
　
　
小
野
澤
　
康
　
弘

委
　
　
員
　
　
　
佐
　
藤
　
恵
　
士

委
　
　
員
　
　
　
大
河
内
　
　
　

委
　
　
員
　
　
　
高
　
橋
　
康
　
博

委
　
　
員
　
　
　
中
　
原
　
秀
　
久

委
　
　
員
　
　
　
中
　
村
　
孝
　
治

　
今
定
例
会
第
二
十
五
日
（
九
月
二

十
五
日
）
に
、
議
員
提
案
に
よ
る
意

見
書
二
件
を
原
案
可
決
し
、
関
係
機

関
に
送
付
し
ま
し
た
。

　
建
設
業
は
、
日
本
の
基
幹
産
業
と

し
て
、
今
日
ま
で
経
済
の
発
展
と
雇

用
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
き
た
。

 

し
か
し
、
建
設
業
に
お
け
る
重
層

下
請
構
造
の
中
で
、
建
設
労
働
者
の

金
を
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
二

十
四
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
で
す
。

 

な
お
、
こ
の
処
理
は
帳
簿
上
の
処

理
で
あ
り
、
新
た
な
現
金
等
の
支
出

を
伴
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
、
平
成

十
七
年
度
川
越
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定
に
つ
い
て
な
ど
十
一
決

算
、
平
成
十
七
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
及
び
、

平
成
十
七
年
度
川
越
市
公
共
下
水
道

事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

第
五
日
（
九
月
五
日
）
に
平
成
十
七

年
度
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

そ
の
審
査
を
付
託
し
ま
し
た
。

　
第
二
十
一
日
（
九
月
二
十
一
日
）

に
同
特
別
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、

正
・
副
委
員
長
の
互
選
後
、
審
査
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
最
終
日
（
九
月
二
十
五
日
）
に
審

査
の
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
委
員
長

報
告
が
行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、「
継

続
審
査
」
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　
な
お
、
同
特
別
委
員
会
の
構
成
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
※
　
　
　

※
　
　
　

※        

 

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
老
人

医
療
給
付
費
県
負
担
金
の
平
成
十
七

年
度
超
過
交
付
額
の
返
還
に
係
る
所

要
額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
介
護
保

　
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　
一
号
）
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
六
千
八
百
五
十
万
三
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
百
四
億
二
千
四
百
五
十
万
三
千

円
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護

給
付
費
国
県
負
担
金
の
平
成
十
七
年

度
超
過
交
付
額
の
返
還
に
係
る
所
要

額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
公
共
下

　
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一

　
号
）
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
資
本
的
収
入
及
び
資
本
的
支
出
に

そ
れ
ぞ
れ
二
千
九
百
七
十
万
円
を
追

加
し
、
公
共
下
水
道
事
業
会
計
予
算

の
総
額
を
八
十
六
億
八
千
七
十
二
万

六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
補
正
の
内
容
は
、
下
水
道
高

金
利
対
策
借
換
債
の
借
入
れ
に
伴
う

補
正
で
す
。

▽
　
川
越
市
公
共
下
水
道
事
業
の
欠

 

損
金
の
処
理
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

川
越
市
滝
ノ
下
終
末
処
理
場
の
埼

玉
県
へ
の
譲
渡
に
伴
い
生
じ
た
欠
損

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ

て
提
出
す
る
よ
う
提
出
者
三
上
喜
久

蔵
議
員
、
賛
成
者
山
口
　
肇
議
員
ほ

か
八
名
の
議
員
よ
り
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

　
一
分
一
秒
を
争
う
救
急
医
療
の
“切

り
札
”
と
し
て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全

国
配
備
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
。
特

に
近
年
、
医
師
の
偏
在
や
不
足
が
重

大
化
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
患
者
が
ど

こ
に
い
て
も
短
時
間
内
に
治
療
や
搬

送
を
行
う
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
配
備
の

必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。

　
日
本
の
現
状
は
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が

広
く
普
及
し
て
い
る
欧
米
諸
国
と
比

べ
る
と
大
き
な
格
差
が
あ
り
、
例
え

ば
、
一
九
七
○
年
に
世
界
に
先
駆
け

て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
導
入
し
た
ド
イ

ツ
で
は
、
そ
の
後
二
十
年
間
で
交
通

事
故
に
よ
る
死
亡
者
数
を
約
三
分
の

一
に
ま
で
劇
的
に
減
少
さ
せ
た
。
ま

た
、
山
岳
地
帯
が
多
い
ス
イ
ス
で
は
、

国
内
ど
こ
へ
で
も
概
ね
十
五
分
以
内

に
医
師
を
乗
せ
た
ヘ
リ
を
現
場
に
派

遣
し
て
、
治
療
行
為
を
開
始
で
き
る

体
制
を
と
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
日
本
で
は
平
成
十
三
年

度
か
ら
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事

業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
現
在
、
岡

山
、
静
岡
（
二
機
）
千
葉
、
愛
知
、

福
岡
、
神
奈
川
、
和
歌
山
、
北
海
道
、

 

付
議
さ
れ
て
い
る
調
査
を
継
続
調

 

査
と
決
定
。
続
い
て
追
加
提
出
さ

 

れ
た
同
意
一
件
を
同
意
。
引
き
続

 

き
議
員
提
案
に
よ
る
意
見
書
二
件

 

を
原
案
可
決
し
た
後
、
議
員
派
遣

　
を
決
定
し
閉
会
。

長
野
の
九
道
県
十
機
の
運
行
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
導
入
が
進
ま
な
い
要

因
の
一
つ
は
、
運
営
主
体
と
な
る
都

道
府
県
や
病
院
の
過
重
な
財
政
負
担

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
政
府
に
お
い
て
は
、
救
急

救
命
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
る
ド
ク

タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
を
推
進
す
る

た
め
に
、
財
政
基
盤
の
確
立
を
含
め

て
体
制
整
備
に
必
要
な
措
置
を
図
る

新
法
の
制
定
を
強
く
求
め
る
。

一
、
国
と
都
道
府
県
の
責
務
を
明
記

 

す
る
こ
と
。

二
、
国
が
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補

 

助
す
る
こ
と
。 

三
、
運
行
費
を
支
給
す
る
な
ど
財
政

 

安
定
化
を
図
る
こ
と
。

　
と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ

て
提
出
す
る
よ
う
提
出
者
川
口
知
子

議
員
、
賛
成
者
山
口
　
肇
議
員
ほ
か

八
名
の
議
員
に
よ
り
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

下
水
道
事
業
の

欠
損
金
を
処
理

平成17年度決算

特別委員会を設置

議
員
提
案
に
よ
る

意
見
書
二
件
を
可
決

公契約における適正な労働条件の

確 保 を 求 め る 意 見 書

－原案可決－

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
へ
新
法
制
定
を
求
め
る
意
見
書

―
原
案
可
決
―

 平成18年10月25日発行（5） 市　議　会　だ　よ　り

一
、
伊
佐
沼
の
水
質
浄
化
と
周
辺
整

 

備
に
つ
い
て
　

 

　
　
牛
　
窪
　
多
喜
男
　
議
員

一
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
川
越
市

 

民
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
　

二
、
南
古
谷
小
学
校
児
童
急
増
の
諸

 

問
題
に
つ
い
て

 

　
　
石
　
川
　
隆
　
二
　
議
員

一
、
川
越
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
開

 

設
を

二
、
二
学
期
制
に
つ
い
て

 

　
　
大
　
野
　
慶
　
治
　
議
員

一
、
美
術
館
と
博
物
館
に
つ
い
て

二
、
民
間
委
託
の
事
務
事
業
に
つ
い

 

て

 

　
　
松
　
井
　
釜
太
郎
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
に
伴
う

 

余
熱
利
用
施
設
の
進
捗
状
況
及
び

 

今
後
の
予
定
に
つ
い
て
　

二
、
都
市
計
画
法
三
四
条
八
号
の
三

 
の
開
発
行
為
に
つ
い
て

三
、
市
民
要
望
に
対
す
る
職
員
の
対

 

応
の
仕
方
に
つ
い
て

 

　
　
山
　
口
　
智
　
也
　
議
員

一
、
新
河
岸
川
、
不
老
川
、
久
保
川

 

の
整
備
状
況
に
つ
い
て

二
、
国
道
十
六
号
「
鵜
頭
坂
」
交
差

 

点
改
良
に
関
わ
る
市
の
取
組
に
つ

 

い
て

三
、
観
光
客
の
誘
致
と
観
光
資
源
の

 

活
用
に
つ
い
て

 

　
　
山
　
木
　
綾
　
子
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

二
、
公
民
館
の
諸
課
題
に
つ
い
て

 

　
　
松
　
岡
　
秀
　
仁
　
議
員

一
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
病
」
に
つ
い

 

て

 

　
　
小
野
澤
　
康
　
弘
　
議
員

一
、
い
わ
ゆ
る
自
治
体
破
綻
法
制
に

 

つ
い
て
　

 

　
　
川
　
口
　
知
　
子
　
議
員

一
、
十
月
か
ら
本
格
的
に
は
じ
ま
る

 

障
害
者
自
立
支
援
法
の
諸
問
題
に

 

つ
い
て

二
、
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
を
支
援

 

す
る
施
策
に
つ
い
て

　
拭
病
児
、
病
後
児
保
育
に
つ
い
て

　
植
土
曜
日
の
一
日
保
育
に
つ
い
て

 

　
　
佐
　
藤
　
恵
　
士
　
議
員

一
、
市
民
の
く
ら
し
と
健
康
を
守
る

 

た
め
に

　
拭
住
民
税
増
税
な
ど
の
影
響
に
つ

 

　
い
て

　
植
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
に
つ
い

 

　
て

　
殖
そ
の
他

二
、
市
の
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
拭
地
元
業
者
優
先
に
つ
い
て

　
植
公
契
約
に
つ
い
て

三
、
地
震
、
水
害
に
備
え
た
地
域
防

 

災
計
画
に
つ
い
て
　

 

　
　
得
　
橋
　
　
　
剛
　
議
員

一
、
高
齢
者
虐
待
防
止
の
対
応
に
つ

 

い
て

二
、
入
間
川
河
川
敷
の
利
活
用
に
つ

 

い
て
　
　
　
　

 
　
　
中
　
村
　
孝
　
治
　
議
員

一
、
市
民
の
健
康
と
福
祉
を
守
る
た

 

め
に

　
拭
市
立
診
療
所
に
つ
い
て

　
植
健
康
増
進
施
策
に
つ
い
て

　
殖
そ
の
他

二
、
業
務
核
都
市
の
そ
の
後
の
と
り

 

く
み
に
つ
い
て

 
  

　
清
　
水
　
京
　
子
　
議
員

一
、
在
宅
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

　
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
は
、
去
る
六
月

二
日
開
会
の
市
議
会
第
三
回
定
例
会

閉
会
後
、
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た

付
議
事
件
に
つ
い
て
、
八
月
二
十
一

日
に
審
査
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
第
一
日
（
九
月
一
日
）

に
、
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に
つ

い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、
「
継
続
審
査
」
と
す
る
こ

と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
殖
そ
の
他
　
　

二
、
観
光
の
発
展
に
つ
い
て

 

　
　
片
　
野
　
広
　
湯
　
議
員

一
、
市
民
と
職
員
等
の
厚
生
施
設
の

 

　
充
実
に
つ
い
て

二
、
市
の
少
子
化
対
策
・
子
育
て
支

 

　
援
へ
の
取
り
組
み

 

　
　
高
　
橋
　
康
　
博
　
議
員

一
、
川
越
市
所
有
の
土
地
・
建
物
の

 

有
効
利
用
に
つ
い
て

二
、
「
防
犯
ス
テ
ッ
カ
ー
」
に
つ
い

 

　
て

 

　
　
菊
　
地
　
　
　
実
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
の
取
組

 

み
に
つ
い
て
　

二
、
県
道
川
越
・
越
生
線
の
拡
幅
整

 

備
な
ど
に
に
つ
い
て

三
、
市
長
等
の
職
務
と
職
責
に
つ
い

 

て

 

　
　
三
　
上
　
喜
久
蔵
　
議
員

　
今
定
例
会
で
は
、
六
日
間
に
わ
た

り
二
十
三
名
の
議
員
か
ら
一
般
質
問

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
言
者
及
び
質

問
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
※
　
　
　

※
　
　
　

※        

　
　
　
大
河
内
　
　
　
　
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
　

 

　
　
小
　
林
　
　
　
薫
　
議
員

一
、
健
康
長
寿
奨
励
金
に
つ
い
て

二
、
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
に
つ
い
て

 

　
　
中
　
原
　
秀
　
久
　
議
員

一
、
改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法
と

　
基
本
計
画
策
定
に
つ
い
て
　

二
、
市
職
員
の
公
金
横
領
に
対
す
る

 

市
の
対
応
に
つ
い
て

 

　
　
倉
　
嶋
　
美
恵
子
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
課

 

題
に
つ
い
て
　

　
拭
ご
み
処
理
方
法
に
つ
い
て

　
植
産
業
廃
棄
物
処
理
に
つ
い
て

二
、
所
得
格
差
社
会
の
解
消
に
つ
い

 

て
　
　

 

　
　
小
ノ
澤
　
哲
　
也
　
議
員

一
、
ア
ダ
プ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
環

 

境
教
育
に
つ
い
て
　

 

　
　
江
　
田
　
俊
　
雄
　
議
員

一
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
一
部
廃
止
に
伴

 

う
対
策
に
つ
い
て

　
次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

い
た
し
ま
し
た
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
川
越
市
大
手
町
六
番
地
十
一

 

　
　
　
石
　
井
　
　
　
一

　
今
定
例
会
第
十
九
日
（
九
月
十
九

日
）
に
開
催
さ
れ
た
厚
生
常
任
委
員

会
に
お
い
て
、
関
口
勇
副
委
員
長
か

ら
副
委
員
長
の
辞
任
願
が
提
出
さ
れ
、

こ
の
辞
任
を
許
可
し
た
後
、
副
委
員

長
を
互
選
し
た
結
果
、
稲
浦
敏
雄
委

員
が
副
委
員
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
同
委
員
会
の
三
日
目
（
九

月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、
新
井
金

作
委
員
長
か
ら
委
員
長
の
辞
任
願
が

提
出
さ
れ
、
こ
の
辞
任
を
許
可
し
た

後
、
委
員
長
を
互
選
し
た
結
果
、
菊

地
実
委
員
が
委
員
長
に
当
選
さ
れ
ま

し
た
。

市
政
に
関
す
る
一
般
質
問
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平
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会
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厚
生
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会
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委
員
長
交
代

請 願 の 審 査 結 果

公契約における適正な労働条件の
確保を求める意見書の提出につい
ての請願書

公共工事における建設労働者の適
正な労働条件確保等に関する意見
書提出についての請願書

建設埼玉川越地区本部
執行委員長
　　　　佐 野 鎌 次

埼玉土建一般労働組合
川越支部
支部長　渡 部 吉 巳

請願
番号

請　願
第２号

請　願
第３号

件　　　　　　　名 提　出　者 付　託
委員会 結果

採択

採択

厚 生

厚 生

請願の提出方
法は次のペー
ジに掲載して
あります。


